
地方税法施行規則の一部を改正する省令案の概要 

 

総務省自治税務局 

 

 

１．改正内容 

 ① 確定申告書の附記事項及び住民税申告書の記載事項に同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。以下同じ。）に関する事項を追加する（第２条の３、第５号の４

様式関係）。 

② 非課税限度額制度適用者である者の配偶者が国外居住者である同一生計配偶者

である場合に、国外配偶者証明書類を確定申告書若しくは住民税申告書に添付し、

又は市町村長に提示しなければならないこととする（第２条の２、第２条の３関

係）。 

③ 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、所要の様式改正を行う（第３号様

式関係）。 

④ 指定都市に係る税率の見直しに伴う外国税額控除制度の見直しに伴い、所要の

様式改正を行う（第５号の 13様式関係）。 

 

２．施行期日 

平成 31年 1月 1日 

 


